
No. 案件 地番 地目
面積

（㎡）
転用目的 農振区分 地域計画の達成に支障がない理由 変更案への意見 公告日

向山二丁目3番319 畑 1,226

向山二丁目3番539 畑 990

向山二丁目3番540 畑 990

向山二丁目3番541 畑 990

向山二丁目3番542 畑 1,101

向山二丁目3番543 畑 990

向山二丁目3番544 畑 990

向山二丁目3番545 畑 990

向山二丁目3番546 畑 990

向山二丁目3番547 畑 990

向山二丁目3番548 畑 990

向山二丁目3番549 畑 990

向山二丁目3番550 畑 990

向山二丁目3番551 畑 637

向山二丁目3番552 畑 990

向山二丁目3番553 畑 990

向山二丁目3番554 畑 990

向山二丁目3番555 畑 990

無 R7.10.31

（R7年度-3）

　木ノ下小学校区

1 転用

太陽光

発電設備

設置

農振農用地外

周辺の農地に悪影響を及ぼす恐れ

がないと見込まれ、地域計画の農

用地利用の集積及び集団化に関す

る目標達成に支障がないと判断し

たため。


